
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表

作
業
場
の
種
類
（
第
三
条
―
第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、

別
表

作
業
場
の
種
類
（
第
三
条
―
第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、

第
五
十
一
条
の
八
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条

第
五
十
一
条
の
八
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条

関
係
）

関
係
）

一

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
第
二
条
第

一

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
第
二
条
第

一
項
第
三
号
の
特
定
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
屋
内
作
業
場
、
労
働
安
全
衛
生
法
施

一
項
第
三
号
の
特
定
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
屋
内
作
業
場
、
労
働
安
全
衛
生
法
施

行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
六
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す

行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
六
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す

る
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
屋
内
作
業
場

る
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
屋
内
作
業
場

若
し
く
は
同
号
に
規
定
す
る
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
屋
内
作
業
場
又

又
は
同
令
別
表
第
三
第
二
号

の
２
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
特
定
化
学
物
質
障

34

は
同
令
別
表
第
三
第
二
号

の
２
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
特
定
化
学
物
質
障
害

害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
別
表
第
一
第
三
十
四

34

予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
別
表
第
一
第
三
十
四
号

号
の
二
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場

の
二
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）


